
令和　８年　３月　５日

佐藤工業株式会社　四国営業所

香川県高松市松島町１丁目１２番１２号

令和４ー６年度　桑野道路下大野トンネル工事

徳島県阿南市下大野町五反畑から長生町張

一般土木工事

工 期 (自) 令和　５年　１月　６日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

３，８６６，０６０，０００円（税込み）

　＋　２３，９０３，０００円（税込み）

３，８８９，９６３，０００円（税込み）

工事請負契約第26条6項に基づく請負代金額の変更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工事延長　１０２５ｍ 
道路土工　一式、トンネル工（発破工法）　一式、インバート工　一式、坑内
付帯工　一式、坑門工　一式、掘削補助工　一式、法面工　一式、排水構造物
工　一式、仮設工　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第6回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　８年　２月１０日

佐藤工業株式会社　四国営業所

香川県高松市松島町１丁目１２番１２号

令和４ー６年度　桑野道路下大野トンネル工事

徳島県阿南市下大野町五反畑から長生町張

一般土木工事

工 期 (自) 令和　５年　１月　６日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

　　２，５７６，２５５，０００円（税込み）

＋　１，２８９，８０５，０００円（税込み）

　　３，８６６，０６０，０００円（税込み）

本工事は、令和４年１２月２日付けで、佐藤工業株式会社と契約を締結し、現在鋭意
施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後明らかになった下記
理由のとおり、本工事で施工することが不可欠であることから変更契約するものであ
る。
１．道路土工
　他工事との調整の結果、運搬先を追加する必要が生じたため、残土処理工を増工す
る。

２．トンネル工（発破工法）
地山の岩判定の結果、支保パターンが変更となったことにより、掘削・支保工を増工
する。

３．インバート工
　地山の岩判定の結果、支保パターンが変更となったことにより、インバート掘削
工、インバート本体工を増工する。

４．坑内付帯工
　特記仕様書第４６条に基づき、追加工事として明示していた地下排水工を追加す
る。

５．坑門工
　特記仕様書第４６条に基づき、追加工事として明示していた坑門本体工、銘板工を
追加する。

６．掘削補助工
　不良地山の出現等により掘削が困難となったため、掘削補助工法を追加し、掘削補
助工Ａを増工する。

７．仮設工
　特記仕様書第８５条に基づき、変更契約により対応として明示していたトンネル仮
設備工を追加する。

８．工期は元設計とおりとする。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工事延長　１０２５ｍ 
道路土工　一式、トンネル工（発破工法）　一式、インバート工　一式、坑
内付帯工　一式、坑門工　一式、掘削補助工　一式、法面工　一式、排水構
造物工　一式、仮設工　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第5回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


